
代
人
＝
小
区
会
←
大
区
会
議
員
（
大
区
会
）
←
県
会
議
員
と
い

う
代
議
人
の
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
の

よ

う
な
構
成
を
と
っ

て
い

た
。

し
か
も
各
段
階
の

会
議

体
の

構
成
員
は
、

従
来
と
違
っ

て

行
政
担
当
者
が
除
か
れ
て
い

る
こ

と
に

示
さ
れ
て

い

る
よ
う
に
、

か
つ

て

政
府
が
時
期
尚
早
と
し
て

否
認
し
て
い

た
公
選
民
会
に

近
い

も
の

と
な
っ

た
。

公
選
民
会
と
い

っ

て

も
、

あ
く
ま
で

も
、

不
動
産
所
有
者
層
（
地
主
層
）
の

民
会
で

あ
っ

た
。

地
主
層
を
大
区
・

小
区
制
と
い

う
地
方
統
治
の

場
に

引
き
入
れ
て
、

旧
来
か
ら
の

村
秩
序
を
編
成
し
な
お
そ
う
と
い

う
試
み
は
、

な
に
よ
り
も
、

貢
租
改
革
と
し
て

の

地
租
改
正
事
業
を
や
り
遂
げ
る
た
め
で

あ
っ

た
。

だ
か
ら
こ

う
し
た
地
方
制
度
の

改
革
を
つ

う
じ
て
、

地
方
行
政
の

最
大
の

任

務
で

あ
る
「
富
国
強
兵
」
の

た
め
の

民
産
の

富
殖
と
民
智
の

開
発
を
推
進
し
て
、

政
府
（
県
）
の

め
ざ
す
集
権
的
な
秩
序
を
つ

く
り
出
し
て
い

く
た

め
に

も
、

大
区
・

小
区
制
の

制
度
の

変
更
が
た
び
た
び
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た
制
度
変
更
の

試
み
が
、

県
の

意

図
す
る
地
方
統
治
の

秩
序
を
つ

く
り
出
し
え
た
か
と
い

う
点
で

は
、

た
と
え
ば
、

一

八
七
七
（
明
治
十
）
年
か
ら
鎌
倉
郡
瀬
谷
村
で

ね
ば
り
強
く
つ

づ
け
ら
れ
た
地
租
改
正
不
服
運
動
な
ど
に

象
徴
づ
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、

決
し
て

容
易
な
こ

と
で

は

な
く
、

県
（
政
府
）
の

推
し
進
め
る
施
策
と

そ
の

線
上
に
立
つ

大
区
小
区
の

村
方
役
職
者
の

動
き
と
、

住
民
の

利
害
関
係
が
相
反
し
、

し

か

も
そ
の

渦
中
で
、

県
（
政
府
）
に

た
い

し
て

批
判
的

な
村
吏
も
あ
ら
わ
れ
て
い

く

実
情
に

あ
っ

た
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
解
説
）。
一

八
七
八
年
三
月
、

県
権
令
野
村
靖
が
、

大
小
区
会
や
県
会
で

は

「
官
令
制
規
等
」
の

是
非
を
論
議
し
て

は
な
ら
な
い

こ

と
を
わ
ざ
わ
ざ
通
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の

も
、

「
横
浜
毎
日
新
聞
」
が
報
道
し
て

い

た
「
村
会
議
人
会
ニ

至
リ
テ
ハ

徒
ニ

民
権
自
由
ヲ

表
張
」（
一

八
七
六
年
四
月
十
四
日
付
）
す
る
よ
う
な
反
政
府
的
な
空
気
の

流
れ
と
も
か
か
わ
っ

て

い

た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
四
三

）。

も
ち
ろ
ん
こ

う
し
た
地
方
統
治
の

あ
り
か
た
は
多
か
れ
少
な
か
れ
全
国
的
な
傾
向
で

あ

り
、

そ
の

た
め
に
こ

そ
、

政
治
の

安
定
を
は
か

る

た
め

に
一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
七
月
郡
区
町
村
編
制
法
、

府
県
会
規
則
、

地
方
税
規
則
と
い

う
い

わ
ゆ
る
地
方
三
新
法
と
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
四
月
に

区
町
村
会
法
を
公
布
し
て
い

く
こ

と
と
な
る
。
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第
二

節
　

初
期
の

県
会

一

　

地
方
三
新
法
と
神
奈
川
県
会
の

発
足

地
方
三
新
法

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
七
月
二

十
二
日
、

「
府
県
会
規
則
」・
「
地
方
税
規
則
」・
「
郡
区
町
村
編
制
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。

こ

れ

ら
は
通
常
一

括
し
て

地
方
三
新
法
と
称
さ
れ
、

こ

の

下
で
の

地
方
体
制
を
三
新
法
体
制
と
呼
ん
で
い

る
。

三
新
法
は
地
方
政
治
に

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

行
政
上
の

便
宜
か
ら
区
画
し
た
大
区
小
区
制
を
止
め
、

旧
来
の

歴
史
的
町
村
を
行
政
単
位

と
し
て

復
活
し
、

そ
の

う
ち
で

も
「
人
民
輻
輳
ノ

地

」
を
区
と
し
て

独
立
さ
せ
、

他
の

町
村
を
郡
の

下
に

統
轄
せ
し
め
た
こ

と
も
重
要
な
変
更
で

あ

っ

た
が
、

府
県
会
の

開
設
も
ま
た
画
期
的
変
化
で

あ
っ

た
。

そ
れ
以
前
に

お
い

て

も
「
地
方
民
会
」
と
総
称
さ
れ
る
府
県
会
・

大
小
区
会
等
が
各
地

の

開
明
的
県
令
の

下
で

開
設
さ
れ
た
が
、

神
奈
川
県
で

も
こ

れ
が
開
か
れ
て
い

る
。

し
か
し
、

全
国
的
に

み
れ
ば
ま
だ
未
開
設
の

と
こ

ろ
も
多
く
、

開
か
れ
た
場
合
で

も
権
限
は
一

様
で

な
く
、

し
か
も
県
令
等
の

諮
問
機
関
的
性
格

の

強
い

も
の

で

あ
っ

た
。

そ
れ
に

対
し
て
こ

の

「
府
県
会
規
則
」
に
よ
る
府
県
会
は
全
国
統
一

の

も
の

で

あ
り
、

府
県
財
政
に
つ

い

て

審
議
・

決
定

す
る
権
限
も
明
確
に

与
え
ら
れ
た
。

そ
の

意
味
で
、

近
代
的
公
選
議
会
の

創
始
、

住
民
の

参
政
権
行
使
の

始
ま
り
と
い

っ

て
よ
い

も
の

で

あ
っ

た
。

県
会
の
権
限

と
議
員
資
格

県
会
の

主
要
な
権
利
は
、

「
地
方
税
ヲ

以
テ
支
弁
ス

ヘ

キ
経
費
ノ

予
算
及
其
徴
収
方
法
ヲ

議
定
ス

」
る
こ

と
に

あ
っ

た
（
府
県
会
規

則
第
一

条
）。

こ

こ

で
い

う
「
地
方
税
」
と
は
三
新
法
の
一

つ

「
地
方
税
規
則
」
に
定
め
ら
れ
て
お

り
、

地
租
五
分
の
一

以
内
の

付
加
税
（
地
租
割
）、
商
工
業
者
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を
対
象
と
し
た
営
業
税
・

雑
種
税
、

家
に

か
か
る
戸
数
割
の

三
税
目
か
ら
成
っ

て
い

た
。

そ
れ
ま
で
の

県
費
・

区
費
を
廃
止
し
、

統
一

し
た
の

で

あ
る
。

ま
た
「
地
方
税
ヲ

以
テ
支
弁
ス
ヘ

キ
」
費
目
は
、

警
察
費
・

河
港
道
路
堤
防
橋
梁

建
築
修
繕
費
・

府
県
会
議
諸
費
・

流
行
病
予
防
費
・

府
県
立
学
校
費
及
び
小
学
校
補
助
費
・

郡
区
庁
舎
建
築
修
繕
費
・

郡
区
吏
員
給
料
旅
費
及
び
庁

中
諸
費
・

病
院
及
び
救
育
所
諸
費
・

浦
役
場
及
び
難
波
船
諸
費
・

管
内
限
り
諸
達
書
及
び
掲
示
諸
費
・

勧
業
費
・

戸
長
以
下
給
料
及
び
戸
長
職
務
取

扱
諸
費
の

十
二
項
目
で

あ
っ

た
。

こ

の

ほ
か
に

県
会
は
、

府
県
内
の

利
害
に

関
す
る
こ

と
で

政
府
（
内
務
卿
）
の

施
策
を
促
す
た
め
に

建
議
す
る
権

利
が
認
め
ら
れ
て
い

る
（
同
前
第
七
条
）。

し
か
し
、

議
案
の

提
出
権
が
県
令
に
の

み
あ
り
（
同
前
第
三
条
）、

県
令
は
県
会
議
決
を
拒
否
す
る
こ

と
も
で

き
る
（
同
前
第
五
条
）
と
い

う
制
限
が

付
さ
れ
て

お
り
、

さ
ら
に

地
方
税
に

関
し
な
い

事
柄
に
つ

い

て
は
、

県
令
か
ら
と
く
に

諮
問
の

あ
っ

た
場
合
を
除
き
関
与
で

き
な
い

前
提
で

あ
っ

た

か
ら
、

県
会
が
開
設
さ
れ
右
の

権
利
が
与
え
ら
れ
た
と
い

っ

て

も
、

県
政
全
体
に
お
け
る
そ
の

権
限
は
は
な
は
だ
限
定
的
な
も
の

で

あ
っ

た
。

県
会
議
員
の

被
選
挙
権
は
、

満
二
十
五
歳
以
上
の

男
子
で
、

県
内
に

本
籍
を
定
め
、

満
三
か
年
以
上
居
住
し
、

直
接
国
税
た
る
地
租
を
十
円
以
上

納
め
る
者
に
、

選
挙
権
は
満
二

十
歳
以
上
の

男
子
で
、

県
内
に

本
籍
を
定
め
、

地
租
五
円
以
上
を
納
め
る
者
に

与
え
ら
れ
た
。

但
し
官
吏
・

教
導
職

に

あ
る
者
等
は
除
か
れ
て
い

る
（
同
前
第
十
三
・

四
条
）。

神
奈
川
県
の

場
合
、

こ

の

厳
し
い

資
格
要
件
を
満
た
す
者
が
ど
れ
ほ
ど
で

あ
っ

た
か

と
い

う
と
、

一

八
八
四
（
明
治
十
七

）
年
の

県
統
計
書
に

よ

れ
ば
、

選
挙
権
者
が
三
万
一

千
人
余
、

被
選
挙
権
者
が
一

万
六
千
人
余
で
、

こ

れ
を
人
口

に

比
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
三
・

八
㌫
、

二
・

○
㌫
に

す
ぎ

な
い

か
ら
、

選
挙
自
体
も
大
幅
な
制
限
選
挙
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、

選
挙
権
者
の

人
口

比
を
各
郡
区
別
に

み
る
と
、

郡
部
で
は
高
座
郡
が

六
・

六
㌫
と
最
も
高
く
、

以
下
、

足
柄
上
郡
六
・

二

㌫
、

都
筑
郡
五
・

九
㌫
、

鎌
倉
郡
お
よ
び
愛
甲
郡
五
・

○
㌫
と
つ

づ
き
、

低
い

の

は
津
久
井
郡

一

・

八
㌫
、

西
多
摩
郡
二
・

○
㌫
の

順
で
、

一

般
に

平
場
の

農
村
地
帯
に

選
挙
権
者
の

高
か
っ

た
こ

と
が
わ
か
る
。

だ
が
、

郡
部
が
最
低
で

も
一

・
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八
㌫
で

あ
っ

た
の

に

対
し
て
、

横
浜
区
は
○
・

八
㌫
と
き
わ
め
て

低
い
。

そ
れ
は
納
税
資
格
要
件
が
地
租
で

あ
っ

た
た
め
で

あ
る
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

地
方
税
が
地
租
割
だ
け
で

な
く
、

営
業
税
・

雑
種
税
、

戸
数
割
で

成
り
た
つ

も
の

で

あ
っ

た
こ

と
か
ら
み
て
、

こ

の

資
格
要
件
は
住
民
に

と
っ

て
、

は
な
は
だ
理
解
し
に

く
い

性
質
を
も
っ

て
い

た
。

『
横
浜
毎
日

新

聞
』
の
論
評

こ

の

よ
う
な
権
限
と
資
格
制
限
を
も
っ

た
県
会
に

対
し
、

県
民
が
ど
の

よ
う
な
意
見
を
も
っ

た
か
は
、

詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
が
社
説
（
明
治
十
二

年
三
月
十
三
日
付
「
神
奈
川
県
会
ノ

開
設

」）
で
つ

ぎ
の

よ
う
な
論
評
を
し
て
い

る
の

は
、

県
民
の

有
力
な
意
見
の
一

つ

と
し
て
よ
い

で

あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

「
参
政
権
の

実
利
」
が
「
人
民
各
自
ガ
払
出
セ

ル

地
方
税
収
支
ノ

方
法
ヲ

議
定
シ

其
出
税
ヲ

シ

テ
行
政
官
ノ

為
メ

ニ

曖
昧
ニ

附
シ

去
ラ

レ

ザ
ル

」
点
に

あ
る
こ

と
を
説
き
、

県
会
の

果
た
す
べ

き
任
務
が
「
府
県
官
ノ

専
恣
郡
区
吏
ノ

貪
墨
ヲ

禁
ジ
テ
之
ヲ

擅
ニ

セ

シ

メ

ザ
ル

」「
地
方
入

費
ノ

利
害
緩
急
ト

地
方
民
力
ノ

能
ク

堪
ユ

ル

ト
否
ト
ヲ

詳
査
シ

テ
其
権
衡
ヲ

失
ハ

ザ
ル

」
等
の
こ

と
に

あ
る
と
、

積
極
的
に

評
価
し
て
い

る
。

こ

の

期
待
は
ま
た
、

国
会
開
設
へ

の

展
望
に

も
つ

な
が
っ

て
い

た
。

右
の

任
務
を
県
会
が
よ
く
果
た
す
こ

と
に
よ
っ

て
、

行
政
官
吏
、

世
の

識
者
に

「
議

会
ノ

果
シ

テ
貴
重
ス

可
キ
信
依
ス

可
キ
ヲ

知
ラ
シ

ム

ル

」
こ

と
が
で

き
、

国
会
開
設
を
促
す
こ

と
に

な
る
の

だ
、

と
い

う
の

で

あ
る
。

そ
し
て

第
一

回
の

県
会
で

石
坂
昌
孝
議
長
も
同
趣
旨
の

発
言
を
し
て
い

る
か
ら
、

こ

れ
が
県
下
の

県
会
に

対
す
る
世
論
の

大
勢
で

あ
っ

た
と
い

え
よ
う（
一

八
七
九

（
明
治
十
二

）
年
三
月
二

十
六
日
付
の

発
言
。

『
横
浜
毎
日
新
聞
』
同
月
二

十
八
日
付
の
「
議
事
傍
聴
筆
記
」
に

よ
る
。

以
下
、

本
節
で

の

議
員
・

県
会
の

発
言
、

議
事
に

関
す
る
も
の

は
断
ら
な
い

か
ぎ
り
す
べ

て

同
紙
所
載
の

「
傍
聴
筆
記
」
に

よ
る
）。

し
か
し
、

議
員
の

選
挙
・

被
選
挙
権
の

資
格
に
つ

い

て

は
批
判
的
で

あ
っ

た
。

同
紙
は
こ

の

問
題
に
つ

い

て
、

最
初
は
沈
黙
し
て
い

た
が
、

一

八

七
九
（
明
治
十
二

）
年
二

月
十
五
、

十
六
日
付
の

社
説
「
議
員
選
挙
ノ

区
限
」
で
、

「
府
県
会
規
則
」
の

選
挙
資
格
が
狭
隘
で

あ
る
と
す
る
世
論
を
報

じ
つ

つ
、

「
普
通
選
挙
法
」
と
「
租
限
選
挙
法
」
を
と
り
あ
げ
、

双
方
の

問
題
点
を
指
摘
し
た
。

つ

い

で
、

第
一

回
県
会
終
了
後
の

同
年
九
月
二

十
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八
日
付
社
説
「
議
員
選
挙
」
で
は
、

一

歩
進
め
て
、

選
挙
権
は
租
限
選
挙
で

も
よ
い

が
、

被
選
挙
権
は
納
税
資
格
を
廃
止
し
て
、

「
政
事
広
通
ノ

学

士

」「
世
故
練
磨
ノ

通
材
」
等
の

有
識
者
が
議
員
に

な
れ
る
道
を
開
く
べ

き
だ
と
主
張
し
て
い

る
。

こ

れ
は
、

「
府
県
会
規
則
」
に

基
づ
く
実
際
の

県

会
が
、

「
豪
農
商
ノ

門
閥
会
議
タ
ル

有
様
」
で

あ
っ

た
と
い

う
認
識
に
立
つ

も
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

主
張
は
、

同
年
十
二

月
四
日
付
の

社
説
「
高
知
県
会
ノ

建
言
ヲ

読
ム

」（
沼
間
守
一

筆
）
に

も
く
り
か
え
さ
れ
て
い

る
が
、

こ

こ

で
は
さ
ら
に

注
目
す
べ

き
批
判
点
が
出
さ
れ
て
い

る
。

す
な
わ
ち
、

県
会
が
地
方
税
を
扱
う
も
の

で

あ
り
な
が
ら
、

選
挙
資
格
が
地
方
税
に

拠
ら
ず
直
接
国
税

（
地
租

）
に
よ
っ

て
い

る
点
で
、

そ
の

た
め
議
員
構
成
が
郡
部
偏
重
に

な
っ

て
い

る
こ

と
を
批
判
し
た
の

で

あ
る
。

郡
部
と
区
部
の

権
衡
を
め
ぐ
る

こ

の

問
題
は
、

神
奈
川
県
会
で

も
一

争
点
と
な
る
も
の

で

あ
っ

た
。

選
挙
の
実
施
と
県

会
議
員
の

群
像

さ
て
、

三
新
法
の

布
告
後
、

お
よ
そ
半
年
の

準
備
期
間
を
お
い

て

郡
区
・

町
村
の

編
制
が
実
施
さ
れ
、

つ

い

で

県
会
も
開
設

と
な
っ

た
。

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
二
月
五
日
、

県
は
議
員
定
数
を
四
十
七
名
と
定
め
布
達
し
た
定
数
は
郡
区
ご

と

に

そ
の

大
小
に
よ
っ

て
五
人
以
下
と
定
め
ら
れ
て

い

る
（
府
県
会
規
則
第
十
条

）。
県
は
郡
部
に
つ

い

て
は
、

二
人
以
上
五
人
以
下
に
お
い

て
、

戸
数
三

千
五
百
戸
に

付
き
議
員
一

人
の

割
合
で

決
め
た
の

で

あ
っ

た
（『
神
奈
川
県
会
史
』
第
一

巻
）。

投
票
は
二

月
下
旬
、

各
郡
区
毎
に

実
施
さ
れ
た
。

郡
区
の

庁
舎
で
お
こ

な
う
の

が
原
則
で

あ
り
、

有
権
者
は
自
分
の

姓
名
・

住
所
・

年
齢
を
明
記

の

う
え
、

選
ぶ
人
の

名
を
定
員
数
だ
け
書
い

て

郡
区
長
に

提
出
す
る
の

で

あ
っ

た
。

記
名
・

連
記
制
と
呼
ば
れ
る
方
式
で
、

今
日
の

無
記
名
・

単
記

制
と
は
全
く
ち
が
っ

て
い

た
。

投
票
用
紙
は
代
理
人
に
託
し
て

も
よ
か
っ

た
。

同
点
の

場
合
は
、

ま
ず
年
長
の

者
を
当
選
と
し
、

な
お
か
つ

同
年
齢

の

場
合
に

は
「
く
じ

」
に
よ
っ

て

決
め
た
。

ま
た
立
候
補
制
で

な
い

の

で
、

当
選
者
が
辞
退
す
る
と
き
も
あ
り
、

そ
の

場
合
に
は
次
点
者
の

く
り
あ

げ
当
選
と
な
っ

た
（
以
上
、

府
県
会
規
則
第
十
六
〜
十
八
条
）。

第
一

回
選
挙
の

投
票
率
は
不
明
で

あ
る
。

そ
こ

で

第
二

〜
四
回
（
一

八
八
〇
〜
八
二

年
）
の

も
の

に
よ
っ

て

み
る
と
、

全
県
平
均
で

九
二

〜
九
三
㌫
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と
高
い

数
値
で

あ
る
。

郡
区
別
で

み
る
と
、

鎌
倉
郡
の
一

〇
〇
㌫
、

北
多
摩
郡
の

九
九
㌫
を
筆
頭
に

郡
部
は
概
し
て

高
い

が
、

横
浜
区
は
五
〇
㌫
台

と
低
く
、

隣
接
す
る
久
良
岐
郡
も
八
〇
㌫
台
で
、

市
街
化
し
て
い

る
と
こ

ろ
ほ
ど
低
い

傾
向
が
見
う
け
ら
れ
る
。

選
出
さ
れ
た
四
十
七
名
の

議
員
の

顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、

資
産
家
・

名
望
家
と
い

わ
れ
る
人
び
と
が
多
く
、

大
小
区
長
や
戸
長
の

経
験
者
も
少
な
く

な
い
。

そ
れ
だ
け
に

言
論
を
た
た
か
わ
せ
る
議
員
と
し
て

は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い

人
も
い

た
よ
う
で

あ
る
。

例
え
ば
、

横
浜
区
で

は
平
沼
専

蔵
・

戸
塚
千
太
郎
・

木
村
利
右
衛
門
・

原
善
三
郎
・

早
矢
仕
有
的
が
選
出
さ
れ
た
が
、

平
沼
と
原
は
多
病
と
称
し
て

あ
ま
り
議
会
に

出
ず
、

早
々

に

辞
職
し
て
い

る
。

初
の

県
会
だ
け
に

期
待
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
っ

た
。

一

方
、

右
の

戸
塚
千
太
郎
や
橘
樹
郡
の

椎
橋
宗
輔
・

池
上
幸
操
、

西
多
摩
郡
の

田
村
半
十
郎
、

北
多
摩
郡
の

内
野
杢
左
衛
門
、

三
浦
郡
の

若
命
信
義
・

永
嶋
庄
兵
衛
、

高
座
郡
の

菊
地
小
兵
衛
・

山
本
作
左
衛
門
、

大
住
郡
の

福
井

直
吉
、

淘
綾
郡
の

中
川
良
知
の

ご
と
く
、

第
一

回
当
選
以
来
七
〜
十
三
年
も
在
職
し
、

初
期
の

県
会
を
担
っ

て
い

く
人
び
と
も
い

た
。

県
会
の
組
織

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
三
月
十
一

日
、

県
令
野
村
靖
は
、

三
月
二
十
五
日
よ
り
横
浜
町
会
所
に

て

最
初
の

県
会
を
開
く
旨
、

布
達
し
た
。

い

よ
い

よ
開
会
で

あ
っ

た
。

だ
が
そ
れ
に

先
立
っ

て
、

二
十
二
日
、

同
所
に
県
会
議
員
が
召
集
さ
れ
、

正
副
議
長
の

選
挙
会
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

十
九
票
を
得
て

南
多
摩
郡
の

石
坂
昌
孝
が
議
長
に

選
ば
れ
、

十
二
票
で

次
点
と
な
っ

た
足
柄
下
郡
の

小
西
正
蔭
が
副
議

長
に

選
ば
れ
た
。

つ

い

で

県
会
議
事
規
則
が
審
議
に

付
さ
れ
、

二

十
四

日
に

議
了
し
た
。

県
側
の

事
務
上
の

都
合
か
ら
会
議
時
間
は
午
後
三
時

開
会
・

九
時
閉
会
に
、

と
い

う
原
案
が
、

午
前
十
時
開
会
・

午
後
四
時

閉
会
に

改
め
ら
れ
て
い

る
。

こ

の

よ
う
な
準
備
を
経
て
、

三
月
二
十
五
日
午
前
十
時
四
十
五
分
よ

り
開
場
式
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

県
令
は
一

場
の

訓
示
的
演
説
を
な
し
、

第3表選挙郡区別定数
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「
県
会
は
一

地
方
の

事
務
を
割
出
す
根
源
」
で

あ
り
、

予
算
審
議
に
お
い

て

は
「
可

成
入
費
の

か
ゝ

ら
ざ
る
様
人
民
の

安
き
を
願
ひ
又
一

方
に
て

は
此
事
務
の

能
く
整
頓

し
差
支
な
き
」
よ
う
に
、

と
述
べ

た
。

二
　

最
初
の

予
算
と
県
会
審
議

新
し
い
予
算
編
成
案

開
場
式
が
終
わ
っ

て

小
休
止
し
た
後
、

県
会
は
早
速
、

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
度
（
こ

の

年
七
月
か
ら
翌
年
六
月
ま

で

）
の

予
算
審
議
に
と
り
か
か
っ

た
。

県
令
は
ま
ず
第
一

号
議
案
と
し
て
、

地
方
税
規
則
に

「
地
方
税
ヲ

以
テ
支
弁
ス
ヘ

キ
経
費
」
と
し
て

掲
げ
て

あ
る
十
二
項
目
の

う
ち
、

第
二
項
の

「
河
港
道
路
堤
防
橋
梁
建
築
修
繕
費

」
を
除
く
十
一

項
目
の

歳
出
予
算
案
を
提
出
し
た
。

第
二
項
を
除
い

た
の

は
、

町
村
の

協
議
費
に

よ
っ

て

支
弁
す
べ

き
も
の

と
の

区
分
を
県
会
審
議
に

委
ね
る
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
を
盛
り
込
ん
だ
議
案
を
第
二

号
と
し
て

別

に
し
た
か
ら
で

あ
っ

た
。

さ
て
、

第
一

号
議
案
と
し
て

提
出
さ
れ
た
分
の

歳
出
総
額
は
二
十
六
万
四
千
四
百
九
十
七
円
余
、

第
二

号
議
案
の

そ
れ
は
十
四
万
二
千
五
百
八
十

六
円
余
で
、

合
計
四
十
万
七
千
八
十
三
円
余
で

あ
っ

た
。

こ

の

額
は
一

八
七
七
（
明
治
十

）
年
度
の

実
際
額
を
基
礎
に
、

今
後
の

事
業
を
勘
案
し
て

組
ま
れ
た
も
の

で

あ
り
、

県
令
の

開
場
式
で
の

演
説
に

示
さ
れ
た
よ
う
に
、

従
来
の

予
算
規
模
を
あ
る
程
度
縮
小
し
て

あ
っ

た
（「
号
外
議
案
〈
予
備

費
〉
説
明
書
」、
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
明
治
十
二
年
五
月
八
日
付
）。

第
一

号
議
案
に
お
け
る
予
算
編
成
上
の

特
徴
を
み
よ
う
。

第
一

に
、

警
察
費
に
つ

い

て
は
国
庫
（
官
費

）
支
出
も
あ
り
、

決
し
て

地
方
税
だ
け
で

最初の県会議場となった横浜町会所
『神奈川県会史』から
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負
担
し
た
の

で

は
な
い
。

む
し
ろ
前
者
の

ほ
う
が
、

七
万
九
千
八
百
四
十
六
円
余
と
、

地
方
税
の

四
万
三
千
五
百
七
十
五
円
余
よ
り
多
か
っ

た
。

第

二
に
、

流
行
病
予
防
費
は
コ

レ

ラ
対
策
を
主
眼
と
し
、

一

八
七
七
年
流
行
時
の

実
費
の

十
分
の
一

を
平
時
の

額
と
し
て
、

腐
敗
物
検
査
、

下
水
浚
い

等
を
お
こ

な
う
と
い

う
も
の

で

あ
る
。

第
三
に
、

県
立
学
校
及
び
小
学
校
補
助
費
の

う
ち
、

県
立
学
校
と
は
、

横
浜
・

小
田
原
に

あ
る
師
範
学
校
と

横
浜
に

あ
る
中
学
校
の

費
用
で

あ
っ

た
。

但
し
、

小
田
原
師
範
学
校
は
こ

の

年
十
月
で

廃

校
の

予
定
で

あ
り
、

中
学
校
費
は
本
来
な
ら
中
学
区
で

負
担
す
べ

き
も
の

な
が
ら
、

本
県

に

は
ま
だ
横
浜
区
に

し
か
な
い

の

で
、

暫
時
こ

れ
を
県
立
中
学
校
と
み
な
す
、

と
い

う
前

提
条
件
が
付
さ
れ
て
い

た
。

ま
た
小
学
校
補
助
費
は
、

学
齢
一

人
に

対
し
て
一

か
年
三
銭

四
厘
を
補
助
す
る
案
で

あ
っ

た
。

第
五
に
、

郡
区
役
所
建
築
修
繕
費
は
足
柄
下
郡
を
除
く

郡
区
十
四
か
所
に
三
年
間
で

郡
役
所
を
建
築
す
る
計
画
の

も
と
に

今
年
度
は
五
か
所
を
新

築
す
る
。

一

か
所
に

付
き
千
円
を
基
準
と
す
る
が
、

横
浜
区
だ
け
は
人
員
が
多
い

な
ど
の

こ

と
か
ら
倍
額
と
す
る
、

と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

第
六
に
、

病
院
及
び
救
育
所
諸
費
は
、

県
立
横
浜
十
全
病
院
と
、

こ

れ
も
横
浜
区
に

あ
っ

て

「
赤
貧
無
告
の

窮
民
」
の

た
め
に

設

け
ら
れ
て
い

る
救
育
所
に

対
す
る
支
出
で

あ
っ

た
。

前
者
は
こ

れ
ま
で

横
浜
区
費
と
県
税

と
を
も
っ

て

支
弁
し
て

き
た
が
、

そ
れ
を
す
べ

て

地
方
税
に

移
し
た
も
の

で

あ
る
。

第
七

に
、

勧
業
費
は
、

小
田
原
養
蚕
試
験
場
・

相
沢
農
事
試
験
場
費
を
は

じ
め
と
す
る

勧
農

費
、

器
械
製
造
等
の

試
験
費
・

研
究
補
助
費
等
の

勧
工
費
、

商
況
調
査
費
な
ど
の

勧
商

費
、

物
産
陳
列
所
及
び
博
覧
会
費
よ
り
な
っ

て
い

る
。

第
八
に
、

戸
長
以
下
給
料
及
び
職

初期県会当時の県庁舎　 『神奈川県会史』から
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務
取
扱
費
の

う
ち
、

戸
長
・

筆
生
の

給
料
（
月
額
）
は
、

戸
数
二
百
戸
ま
で

は
十
戸
に

付
き
五
十
銭
の

割
で
、

戸
数
二
百
戸
以
上
は
十
戸
増
す
ご
と

に

二
十
五
銭
を
増
加
す
る
と
い

う
案
で

あ
っ

た
（
以
上
、

「
第
一

号
議
案
説
明

」、『
横
浜
毎
日
新
聞

』
明
治
十
二

年
三
月
二
十
六
、

二
十
七
日
付
）。

つ

ぎ
に

河
港
道
路
橋
梁
堤
防
建
築
修
繕
に

か
か
る
第
二
号
議
案
を
み
よ
う
。

こ

の

予
算
案
の

大
枠
は
、

「
明
治
八
年
ヨ

リ
同
十
年
迄
三
ケ

年
間
官

民
ニ

於
テ
修
築
シ

タ
ル

費
額
ノ

内
官
費
ト
協
議
費
ト
ニ

属
ス

ル

部
分
ヲ

除
キ
、

其
他
ヲ

地
方
税
ヨ

リ
支
弁
ス

ヘ

キ
モ

ノ

ト
シ
、

以
テ
一

ケ

年
平
均
ノ

額
ヲ

得
」
た
も
の

で

あ
っ

た
（「
第
二
号
議
案
説
明

」、
同
前
三
月
二
十
八
日
付
）。
こ
こ

で

問
題
と
な
る
の

は
、

い

う
ま
で

も
な
く
、

町
村
協
議
費
と
の

境

界
を
ど
こ

に

引
く
か
で

あ
っ

た
。

こ

れ
に
つ

い

て

予
算
案
は
、

ま
ず
道
路
橋
梁
は
国
県
道
お
よ
び
横
浜
区
内
に
か
か
る
も
の
、

河
川
堤
防
関
係
は
数

郡
あ
る
い

は
数
町
村
に

ま
た
が
る
も
の

を
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
支
出
と
定
め
、

ま
た
海
岸
波
除
堤
防
等
は
す
べ

て

地
方
税
支
出
と
し
た
。

田
地
灌
漑
に

つ

い

て
は
、

用
水
本
路
と
そ
の

附
属
施
設
を
地
方
税
と
し
、

用
水
支
路
等
は
町
村
協
議
費
と
し
た
。

な
お
、

こ

こ

で
い

う
国
県
道
と
は
、

一

八
七
六

（
明
治
九
）
年
六
月
の

太
政
官
達
第
六
〇
号
に
よ
り
調
査
さ
れ
た
仮
定
の

も
の

を
指
し
、

本
県
の

場
合
、

国
道
は
東
海
道
（
川
崎
駅
〜
箱
根
駅
）・
東
京

往
還
（
横
浜
〜
神
奈
川
駅

）・
甲
州
街
道
（
北
多
摩
郡
烏
山
村
〜
津
久
井
郡
小
淵
村

）
の

三
道
で
、

県
道
は
県
内
各
地
要
所
を
結
ぶ

十
三
道
で

あ
っ

た
。

そ

し
て
こ

の

年
度
は
九
万
六
千
三
百
四
十
五
円
余
が
道
路
橋
梁
費
に

計
上
さ
れ
た
が
、

そ
の

内
訳
は
通
常
の

定
式
修
繕
費
に
五
万
五
百
六
十
円
余
、

特

別
の

事
業
と
し
て

甲
州
街
道
の

う
ち
烏
山
〜
八
王
子
間
修
造
に
二
万
九
千
七
百
八
円
余
、

横
浜
区
橋
梁
架
設
費
に
一

万
六
千
七
十
五
円
余
で

あ
っ

た
。

河
川
堤
防
費
三
万
三
千
二
百
七
十
六
円
余
は
す
べ

て

が
定
式
修
繕
費
で

あ
る
（
以
上
、

同
前
）。

県
民
の
地
方
税
負
担

一

方
、

歳
入
予
算
案
は
ど
う
で

あ
っ

た
か
。

予
算
額
を
決
め
る

前
に
、

「
地
方
税
規
則
」
に

基
づ
い

て
、

県
下
の

賦
課
法

を
決
め
る
必
要
が
あ
っ

た
。

そ
の

た
め
、

県
令
は
賦
課
法
を
盛
り
込
ん

だ

地
方
税
税
則
を
第
三
号
議
案
と
し
て

提
出
し

た
。

第
一

条
に

は
地
租
割
を
限
度
額
一

杯
の

地
租
五
分
の
一

と
す
る
案
が
提
示
さ
れ
、

第
二

条
に

は
営
業
税
の

各
種
税
額
が
掲
示
さ
れ
て
い

る
。

そ

の

う
ち
第
一

類
の

諸
会
社
は
一

率
年
額
十
五
円
で

あ
り
、

第
二

類
の

諸
卸
売
商
は
業
種
に
よ
っ

て

第
一

か
ら
第
六
に

区
分
さ
れ
、

税
額
も
十
五
〜
三
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円
と
差
が
あ
っ

た
。

第
三
類
は
諸
仲
買
商
で

七
円
、

第
四
類
は
諸
小
売
商
で

第
一

か
ら
第
五
に

区
分
さ
れ
、

そ
の

区
分
内
が
さ
ら
に

雇
人
数
に

よ
っ

て
二
、

三
等
に

分
か
れ
て
お

り
、

五
円
〜
五
十
銭
の

差
が
あ
っ

た
。

第
三
条
は
雑
種
税
で
、

船
、

車
、

諸
市
場
、

料
理
屋
、

質
屋
、

芸
妓
等
々

二

十

六
類
三
十
三
業
種
に

対
し
て

課
税
さ
れ
、

課
税
方
法
も
一

様
で

な
か
っ

た
が
税
額
は
最
高
で

十
五
円
で

あ
っ

た
。

第
四
条
は
本
県
特
殊
な
漁
業
税
・

採
藻
税
で

あ
っ

て
、

前
年
一

月
の

採
魚
採
藻
営
業
規
則
に
よ
っ

て

徴
収
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
も
の

を
こ
こ

に

組
み
込
ん
だ
の

で

あ
る
。

第
二

〜
四

条
は
零
細
な
商
工
業
者
や
雑
業
者
に

対
し
て

も
課
せ
ら
れ
る
も
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

ほ
か
に
、

第
三
号
議
案
に
は
戸
数
割
税
賦
課
算
則
が
あ
り
、

戸
数
が
同
じ
で

も
豊
か
な
町
村
と
そ
う
で

な
い

町
村
の

差
が
あ
る
こ

と
を
理
由

に
、

戸
数
割
の

算
定
は
つ

ぎ
の

よ
う
な
や
や
こ

し
い

方
法
が
と
ら
れ
た
。

ま
ず
県
下
の

全
戸
数
と
地
租

金
の

全
数
を
合
わ
せ
た
値
を
戸
数
割
に
お
け
る
基
本
個
数
と
し
、

地
方
税
戸
数
割
と
し
て

徴
収
し
た
い

総
金
額
を
こ

の

基
本
個
数
で

除
し
た
値
を
一

個
当
た
り
の

税
額
と
す
る
。

そ
の

う
え
で

各
区
町
村
の

負

担
額
を
、

そ
の

区
町
村
の

戸
数
と
地
租
額
と
を
合
わ
し
た
も
の

に

右
の
一

個
当
た
り
の

税
額
を
乗
じ
て

算
定
す
る
。

こ

れ
が
そ
の

方
式
で

あ
っ

た
。

こ

の

年
の
一

例
を
み
よ
う
。

三
浦
郡
三
崎
町
は
戸
数
が
七

百
八
十
九
戸
、

地
租
金
が
百
十
円
五
十
一

銭
三
厘
で

あ
っ

た
の

で

同
町
の

負
担
す
べ

き
個
数
は
八
百
九

十
九
個
五
一

三
で

あ
る
。

そ
し
て

県
下
全
体
の
一

個
当
た
り
の

税
額
が
十
九
銭
一

厘
七
毛
一

絲
で

あ
っ

た
の

で
、

同
町
の

負
担
す
べ

き
税
額
は
百
七
十
二
円
四
十
四
銭
六
厘
と
は
じ
き
出
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

な
お
戸
数
割
の

区
町
村
段
階
に
お
け
る
賦
課
法
は
、

そ
の

区
町
村
に

委
ね
ら
れ
、

一

部
を
地
租
割
と

し
て

も
よ
い

と
し
、

有
力
者
が
請
け
負
う
慣
習
に

よ
っ

て

も
よ
い

と
し
て
い

た
（
第
一

条
地
租
割
も
、

逆

に
、

そ
の
一

部
を
戸
数
割
と
し
て

も
よ
い

と
し
た
）。

他
の

税
の

徴
収
が

住
民
側
の

所
有
状
態
に
よ
っ

て

あ

三崎漁港　 『神奈川県会史』から
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